
令和６年４月25日

事業者

安全衛生管理担当者
様

労 務 管 理 担 当 者

（一社）山梨県労働基準協会連合会

各種講習会開催（令和６年５月～令和6年７月分）のご案内

日頃より当連合会及び労働基準協会の運営にご協力を賜りお礼申し上げます。

令和６年５月中旬～７月までの各種講習会の開催予定をご案内しますので、日程調整の

上、必要な資格･教育等について積極的な申し込みをお願いします。

各種感染症も収まった状態とはいえません。当会では、下記の対策をとった上で、開催

をしていきます。

現在申込み受付中の講習会 （締め切り迫る！）

５月15日（水）～17日（金） 申込み締切日 5/7

酸素欠乏･硫化水素危険作業作業主任者講習

若干の空きがあります。

５月20日（月） 申込み締切日 5/10

労務管理講座（労働関係法規にかかる基礎講座）
労働基準法に基づく適切な労務管理等について学んでいきます。関係法令だけでなく、雇

用の現場で起こりやすい労使トラブルやハラスメントなどの具体的な対応事例等を含めてご

説明します。

また、併せて、元基労働基準監督官が労働基準監督署との付き合い方についてもご説明し

ます。

初めての方だけでなく中小企業の経営者にも知っておいていただきたいこと満載です。

若干の空きがあります。

５月22日（水）

自由研削といしの取替等特別教育 申込み締切日 5/14

若干の空きがあります。

５月23日（木）～24日（金）

特定化学物質･四アルキル鉛等作業主任者技能講習 申込み締切日 5/15

現在の新型コロナ･インフルエンザ等感染症対策

・会場入口にアルコール消毒器等を設置します。

・講習会では、終日、閉鎖された同一会場（窓･扉は一部開放しますが…）での受講となりま

すので、マスクの着用を推奨します。（着用は自己判断）

・講習会の内容により使い捨て手袋等を配付します。
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若干の空きがあります。

５月10日に受付開始の講習会
６月4日（火）

衛生推進者養成講習
衛生推進者は、安全衛生推進者選任対象外の業種で労働者が10人から49人未満の事業場

において選任しなければなりません。

安全面では危険は少なくても、従業員の衛生管理、健康管理を進めていくためのキーパー

ソンの養成を行います。人事異動等により衛生推進者に異動があり、新たな方を選任する場合

には、受講が必要になります。

６月５日（水）～６日（木）

職長等教育

法令上、新たに職長や職場の指導者（リーダー）となった者が受講する必要があります。

グループ討議等も行い、幅広く職場リーダーの養成を行います。

対象は、製造業（食料品製造、繊維工業、衣服等製造業、紙加工業、印刷･製本業等を除く）、

電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業です。

なお、労働安全衛生法施行令の改正により、令和５年４月１日からは、食料品製造業、新

聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業も対象となりました。

人気の高い講習会です。討議を行うため定員が多くなく、毎回満員になっています。早め

のお申し込みを！

６月10日（月）～11日（火）

第一種衛生管理者受験準備講習
この講習会では、過去の出題傾向を踏まえて要点をわかりやすく説明し、合格を目指します。

受験者それぞれの進度に応じて受講できるよう、３日コース（講習２日+模擬試験、２日

コース（講習２日）、１日コース（模擬試験）の３コースを設けています。

模擬試験は、7月17日を予定しています

なお、本年の衛生管理者等の国家試験の出張試験は８月26日（月）にアイメッセ山梨に

て行います。

出張試験の申込み受付期間は、６月13日（木）～６月26日（水）までの間、郵送（簡易

書留、レターパックプラス）または、オンライン申請で受け付けます（郵送の場合は、当日

消印有効）。

なお、オンラインで申請を行う場合は、申請書類を取りに来る必要はありま

せん。

詳しくは、安全衛生技術試験協会関東安全衛生技術センターHPでご確

認ください

６月12日（水）～13日（木）

第二種衛生管理者受験準備講習

受験者それぞれの進度に応じて受講できるよう、３日コース（講習２日+模擬試験、２

日コース（講習２日）、１日コース（模擬試験）の３コースを設けています。

模擬試験は、7月18日を予定しています

出張試験等は、第一種衛生管理者受験準備講習の記載と同じです。
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６月17日（月）

高齢者安全対策研修
近年、高齢労働者の就労者数が増えるだけでなく、労働災害の発生比率も他の年齢層に比べ

て高くなっています。企業として労働災害の削減を図っていくためには高齢労働者対策が重要

なものとなっています。

そこで、安全衛生担当者として高齢労働者の特性を理解し、どのようにリスク管理をしてい

くのか、また、高齢労働者が自らの身体機能変化を認識し、どのように体力維持を図っていっ

てもらうか等について、講義や実習を通じて学んでいきます。

６月18日（火）～19日（水）

有機溶剤作業主任者講習
比較的申込みの多い講習会です。お早めのご対応を！

６月25日（火）

保護具着用管理責任者講習

本年４月の改正法の施行により、一定の条件に該当する場合には、「保護具着用管理責任者」

の選任が必要となりました。未だ選任がされていない場合には、早急に資格者の養成が必要と

なります。

人気の高い講習会で、ほぼ、即日満員になっています。受講希望の方は、機を逃さずに、申

込みをお願いします。

６月26日（水）

化学物質管理者講習（準ずる講習：取扱）１日講習

４月の改正法の施行により、化学物質（指定の約900物質）を取扱う事業場では、化学物質

管理者の選任が必要となりました。

製造業のみならず、ほぼ全ての業種で対象物質を使用している可能性があります。対象とな

る化学物質を使用していないか確認の上、必要があれば、受講することをお勧めします。

なお「化学資管理者講習（製造事業者対象、２日間講習）」は７月29日-30日に実施します。

※ 化学物質管理については、こちら（ケミサポＨＰ）を参考にしてください。

６月27日（木）

安全活動に活かすリスクアセスメント(RA)と危険予知活動(KYT)
リスクアセスメントの重要性はご承知のとおりですが、リスクアセスメントや日々の安全活

動から得たリスク情報を共有し、自主的活動（ＫＹＴ）へ繋げる実践方法について、講義や討

議を含めて企業における安全活動に活かしていきます。労働災害が増加している昨今、先取り

の安全活動に活かしてください

６月に受付開始の講習会
７月３日（水）

ＫＹＴリーダー養成研修

リスクアセスメントの実施に加え、現場でのＫＹ活動も労働災害防止のためには重要な活動で

す。これまでなんとなく実施していた方には、演習等を通じて現場でのＫＹ活動の進め方を身に
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つけ、ＫＹ活動の推進役となり人材を養成します。

７月９日（火）

自由研削といしの取替等特別教育

7月10日（水）

酸素欠乏危険作業等特別教育

今年度は、今回１回のみの開催です。今後、作業が予想される場合には、積極的に申込

みを！

７月11日（木）

リスクアセスメント研修
昨年まで安衛スタッフと職場リーダーに分けて実施していましたが、今年度からは、区別せ

ずに実施します。

安全衛生スタッフや職場リーダーが、リスクアセスメントの考え方、実施方法、仕組み作り

の基本等を演習を含めて身につけていきます。

7月17日（水）

衛生管理者準備講習（第一種：模擬試験）

7月18日（木）

衛生管理者準備講習（第二種：模擬試験）

７月23日（火）

テールゲートリフターの操作の業務にかかる特別教育（学科）
労働安全衛生法関連法規の改正に伴い、令和６年２月１日からテールゲートリフターを使用

して荷を積み卸す作業については、特別教育の対象となりました。

当会では、学科についての特別教育を実施します。

この特別教育は、学科教育４時間、実技教育２時間の計６時間とされていますが、当会の教

育では、学科教育のみを行います。（テールゲートリフター教育Ａ）

実技教育については、会社にあるテールゲートリフターを使用して、事業者にて関係法令、

ガイドライン等をの安全作業を念頭に、「十分な知識を有する者」による教育が必要です。その

ため、（社内で実技教育を行う方のために）学科教育終了後、引き続き、実技教育を実施する際

の留意事項について、１時間の説明を行います。（テールゲートリフター教育Ｂ）

７月24日（水）～25日（木）

動力プレス金型交換等特別教育
「動力プレス」の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全

囲いの取付け、取外し又は調整の業務に従事させる場合には、この教育が必要となります。

実習があるため、定員を増やせません。お早めの申込みを

７月29日（月）～30日（火）

化学物質管理者講習（専門的講習：製造）2日講習
４月の改正法の施行により、令和６年４月１日から化学物質の名称表示等対象化学物質につ

いて「化学物質管理者」選任が義務づけられました。
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有機溶剤や特定化学物質のみが対象ではありません。製造業において使用する一般的な

化学物質、建設業やサービス業等において使用する薬剤等についても対象となる可能性が

あり、自社で使用する薬剤等を確認・対応する必要があります。

この講習は，化学物質の製造事業場向けの「専門的講習」になり、2日間の講習になりま

す。２日目の実習では、各自ノートＰＣを持参しての参加となります。

取扱のみならず、製造している事業場は、早急に資格者の養成のため本講習を受講くだ

さい。

※ 化学物質管理については、こちら（ケミサポＨＰ）を参考にしてください。

令和６年６月分の講習会等の申込用紙のHP掲載は、

５月10日（金）13時を予定しています。
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